
鳥取県海岸漂着物処理事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）

第４条の規定に基づき、鳥取県海岸漂着物処理事業補助金（以下「本補助金」という。）の交付につ

いて、規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、市町村及び境港管理組合（以下「市町村等」という。）が管理等を行う県内の海

岸に漂着したごみ等（以下「海岸漂着物等」という。）の処理に要する経費を補助することにより、

海岸における良好な景観及び環境を保全するとともに、海岸漂着物等の円滑な処理及び発生の抑制を

図ることを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表１の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」とい

う。）を行う市町村等に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表１の第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）

の範囲内において、県土整備部長が別に通知する額(仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及

び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費

税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地

方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）とする。ただし、算出された額

に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

３ 鳥取県産業振興条例(平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっ

ては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、事業着手の３０日前までに行わなければならない。ただし、事業着手

に緊急を要する場合は、この限りではない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及び

様式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、

前条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額（以

下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、交付の申請を受けた日から、原則として３０日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項の規定にかかわらず、仕入控

除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明ら



かになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変更後の額とする。以

下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。 

 

（交付の条件） 

第６条 補助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、各市町村等の財務規則等に基

づく競争性のある手続を原則とする。ただし、契約の性質又は目的が競争を許さない場合については、

例外的に指名競争に付し、又は随意契約によることができるものとし、各市町村等の財務規則等に基

づき契約するものとする。 

（２）県は、この補助事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補

助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度にお

いて、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を返納させることができる。 

（３）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）にあっては、

様式第４号による取得財産等管理台帳を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意を

もって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

（４）補助事業者は、取得財産等のうち、不動産、船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック並びに

これらの従物、並びに取得財産等の価格が単価５０万円以上の機械及び器具、並びにその他環境大臣

が定める財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）で

定める期間を経過するまで、県及び環境大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用

し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し（廃棄を含む。）を行ってはならない。な

お、財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続きについては、「環境省所管の補助金

等で取得した財産の承認基準について」（平成 20 年５月 15 日付環境会発第 080515002 号大臣官房会

計課長通知。以下「財産処分承認基準」という。）に基づき行うものとする。また、財産処分承認基

準第４に定める財産処分納付金について、県が定める期限内に納付が無い場合は、未納に係る金額に

対して、その未納に係る日数に応じて年利５％の割合で計算した延滞金を納付するものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第７条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、別表１の第４欄に定めるもの以外の変更とす

る。 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第８条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、補助事業の完了年月

日の属する年度の３月５日までに行うものとする。 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ

様式第５号及び様式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告に当たり、その時点で明

らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入控除

税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を

控除して報告しなければならない。 



４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績

報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）を超

えるときは、様式第６号により速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、その超える額に対

応する額を県に返還しなければならない。 

 

（提出書類等） 

第９条 規則及びこの要綱の規定により提出する書類の提出先は、県土整備部長とする。 

 

（雑則） 

第 10 条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、県土整備部

長が別に定める。 

 



 

   附 則（平成２２年１月７日付第２００９００１５４７７５号） 

 この要綱は、平成２２年１月７日から施行する。 

附 則（平成２５年３月１１日第２０１２００１８３３７８号） 

  この要綱は、平成２５年３月１１日から施行し、平成２５年度事業から適用する。 

附 則（平成２５年１０月１１日第２０１３００１１２１７１号） 

  この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年３月５日第２０１３００１８７６０４号） 

 この要綱は、平成２６年３月５日から施行し、平成２６年度事業から適用する。 

附 則（平成２６年６月２０日第２０１４００５２２１３号） 

  この要綱は、平成２６年６月２０日から施行する、平成２６年度事業から適用する 

   附 則（平成２７年３月３０日第２０１４００２０３０５８号） 

 この要綱は、平成２７年３月３０日から施行し、平成２７年度事業から適用する。 

   附 則（平成２９年３月６日第２０１６００１８０６７９号） 

 この要綱は、平成２９年３月６日から施行し、平成２９年度事業から適用する。 

附 則（平成３１年３月２６日第２０１８００３５７４８１号） 

この要綱は、平成３１年３月２６日から施行し、平成３１年度事業から適用する。 

附 則（令和２年１１月４日第２０２０００１９７５５９号） 

この要綱は、令和２年１１月４日から施行し、令和２年度事業から適用する。 

附 則（令和４年３月１１日第２０２１００３０７１４５号） 

この要綱は、令和４年３月１１日から施行し、令和３年度事業から適用する。 

附 則（令和４年３月３１日第２０２１００３３３１５８号） 

この要綱は、令和４年３月３１日から施行し、令和３年度事業から適用する。 

附 則（令和４年１０月１１日第２０２２００１７００２３号） 

この要綱は、令和４年１０月１１日から施行し、令和４年度事業から適用する。 

附 則（令和４年１２月１４日第２０２２００２２６６９３号） 

この要綱は、令和４年１２月１４日から施行し、令和４年度事業から適用する。 

 



１ 

補助事業 ※注１ 

２ 

事業実施主体 

３ 

補助対象経費 ※注２ 

４ 

重要な変更 

４月１日から翌年２月末日までの間に行う次に掲げる事業 

 

１ 第 1 種漁港区域 

（１）別表２の第２欄に掲げる海岸において、同表第３欄に掲

げる当該海岸の管理者が実施する海岸漂着物等の回収・処理

に関する事業（民間団体等と協力・連携して実施する事業を

含む。）及び海岸漂着物等の回収・処理に係る調査研究の事

業 

（２）海岸漂着物等の発生の抑制に係る普及・啓発、調査・研

究、関係者間の連携・協力等の事業（民間団体等と協力・連

携して実施する事業を含む。） 

 

２ 市町村所有海岸 

（１）海岸法第２条第２項に規定する「公共海岸区域」、「港湾

区域」に接する海岸及び別表２の第２欄に掲げる海岸を除

き、公の用に供している海岸の土地を所有している市町村

が、当該海岸について実施する海岸漂着物等の回収・処理に

関する事業（民間団体等と協力・連携して実施する事業を含

む。）及び海岸漂着物等の回収・処理に係る調査研究の事業 

（２）海岸漂着物等の発生の抑制に係る普及・啓発、調査・研

究、関係者間の連携・協力等の事業（民間団体等と協力・連

携して実施する事業を含む。） 

 

市町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助事業の実施に要する次に掲げる経費 

 

（１）報酬、共済費、給料、職員手当等、報償費、旅

費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、

工事請負費（施設等の造成・製造・整備・改造に要

する経費を除く。）、備品購入費並びに公課費（ただ

し、共済費、給料、及び職員手当等については、会

計年度任用職員へ支給されたものに限る。） 

（２）その他県が必要と承認した経費 

 

（１）補助事業

の区分毎の配

分を変更しよ

うとするとき

で各配分額の

いずれか低い

額の２０％を

超える変更。 

（２）補助事業

の内容を変更

しようとする

とき。ただし、

補助目的及び

事業能率に関

係がない事業

計画の細部の

変更である場

合を除く。 



別表１（第３条、第７条） 

３ 境港管理組合管理海岸 

（１）海岸法第２条第２項に規定する「公共海岸区域」、「港湾

区域」に接する海岸及び別表２の第２欄に掲げる海岸を除

き、公の用に供している海岸の土地を管理している境港管理

組合が、当該海岸（鳥取県分）について実施する海岸漂着物

等の回収・処理に関する事業（民間団体等と協力・連携して

実施する事業を含む。）及び海岸漂着物等の回収・処理に係

る調査研究の事業 

（２）海岸漂着物等の発生の抑制に係る普及・啓発、調査・研

究、関係者間の連携・協力等の事業（民間団体等と協力・連

携して実施する事業を含む。） 

 

境港管理組合 



※注１ 県内事業者が実施したものに限る。ただし、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と

県が認めた場合については、この限りでない。 

 

※注２ 補助率については以下のとおりとする。 

 

 １．補助率は７／１０（ただし、過疎地域（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和

３年法律第 19 号）第２条第２項の規定に基づき公示された過疎地域をいう。以下同じ。）は８／１０）

とする。 

 

 ２．海岸に漂着した又は海上を漂流していた木造船であって、朝鮮半島からのものと思料されるもの

であると海上保安庁が確認したものを回収・処理する場合は８．５／１０（ただし過疎地域は 

９／１０）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表２） 

・第一種漁港 

１ 名 称 ２ 海 岸 ３ 管理者 ４ 補助率 

東漁港 東漁港区域の水域に接する海岸 岩美町長 ８／１０ 

酒津漁港 酒津漁港区域の水域に接する海岸 鳥取市長 
７／１０ 

船磯漁港 船磯漁港区域の水域に接する海岸 鳥取市長 

岩戸漁港 岩戸漁港区域の水域に接する海岸 鳥取市長 

８／１０ 
夏泊漁港 夏泊漁港区域の水域に接する海岸 鳥取市長 

青谷漁港 青谷漁港区域の水域に接する海岸 鳥取市長 

長和瀬漁港 長和瀬漁港区域の水域に接する海岸 鳥取市長 

羽合漁港 羽合漁港区域の水域に接する海岸 湯梨浜町長 ７／１０ 

御崎漁港 御崎漁港区域の水域に接する海岸 大山町長 

８／１０ 御来屋漁港 御来屋漁港区域の水域に接する海岸 大山町長 

平田漁港 平田漁港区域の水域に接する海岸 大山町長 

皆生漁港 皆生漁港区域の水域に接する海岸 米子市長 ７／１０ 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

○○年度鳥取県海岸漂着物処理事業計画書 

 

 

１ 事業の実施理由及び効果 

 

 

 

２ 事業の概要  

 

 

 

３ 事業計画 

（１）事業実施場所及び実施予定時期等 

実施場所(海岸名) 実施者 実施予定時期 実施内容 

   ○○海岸    ○月○日  

    

    

 

（２）事業に要する経費 

事業区分 県補助基本額 補助率 補助金所要額 寄付金、その他の収入額 

回収・処理等     

発生抑制  

 

 

 

  

計     

※事業費の詳細が分かる資料（見積書等）を添付すること。 

※適用する補助率は、次のとおりとする。 

① 事業主体の区域内で事業を行う場合であって、事業を行う地域区分ごとの事業費が明らか（区分経

理又はその他合理的な方法により明確に区分できる場合をいう。）となる場合は、それぞれの地域区

分ごとの補助率を適用する。 

② 事業主体の区域内で事業を行う場合であって、事業を行う地域区分ごとの事業費が明らかとならな

い場合は、事業を行う地域に適用される補助率の中で最も低い補助率を適用する。 

③ 事業主体の区域外で事業を行う場合は、事業主体に適用される最も低い補助率を適用する。 

  

 



 

（３）業務発注 

やむを得ず、県内事業者への発注が困難である場合は、その理由を記載すること。   

 

県内事業者への発注が

困難である理由 

 

 

 

 

 

 

 

４ 他の補助金の活用 

活用の有無 補助金名、事業内容及び問い合わせ先 

 

 

 

 

※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかを表左欄に記載すること。 

※「有」の場合は、活用する補助金名、その事業内容及び当該補助金に係る問い合わせ先（補助金を所

管している部署名団体名及び連絡先）を表右欄に記載すること。 



様式第２号（第４条、第８条関係） 

 

○○年度鳥取県海岸漂着物処理事業収支予算（決算見込み）書 

 

 

（単位：円） 

 

収入の部 

区  分 金  額 摘  要 

鳥取県補助金   

   

   

計   

 

 

 

支出の部 

区  分 金  額 摘  要 

海岸漂着物処理事業   

   

   

計   

 

 

 

 



様式第３号（第５条関係） 

 

（番   号） 

年  月  日 

 

            様 

 

                          鳥 取 県 知 事    印  

 

   ○○年鳥取県海岸漂着物処理事業補助金交付決定通知書 

 

 ○○年  月  日付けの申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県海岸漂着物処理

事業補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規

則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定

したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 対象事業 

  本補助金の対象事業は、「鳥取県海岸漂着物処理事業」とし、その内容は、○○○○とする。 

 

２ 交付決定額等 

  本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更され

た場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

 （１）算定基準額  金           円 

 （２）交付決定額  金           円 

 

３ 経費の配分 

  本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、○○○○とする。

ただし、対象事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによる。 

 

４ 交付額の確定 

  本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県海岸漂着物処理事業補助金交付要

綱（平成２２年１月７日付第２００９００１５４７７５号県土整備部長通知。以下「要綱」という。）

第３条第２項及び第５条第３項の規定を適用して算定した額と、前記２の（２）の交付決定額（変更

された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 

 

５ 補助規程の順守 

  本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規程に従わなければな

らない。  



様式第４号（第６条関係） 

 

○○年度鳥取県海岸漂着物処理事業取得財産等管理台帳 

 

市町村等名        

財産名 

（備品名等） 

規格 数量 単価 

（円） 

金額 

（円） 

取 得 

年月日 

耐用

年数 

整備又は保管

場所 

        

 

※ 数量は、同一規格等であれば一括して記入して差し支えない。単価が異なる場合は、分割して記入

すること。 

※ 取得年月日は、検収年月日を記入すること。 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

○○年度鳥取県海岸漂着物処理事業実績報告書 

 

 

１ 事業の実施理由及び効果 

 

 

 

 

２ 事業の概要  

 

 

 

 

３ 事業実績 

（１）事業に要した経費 

事業区分 県補助基本額 補助率 補助金所要額 寄付金、その他の収入額 

回収・処理等     

発生抑制  

 

 

 

  

計     

※事業費の詳細が分かる資料（見積書、請求書、納品書等）を添付すること。 

※適用する補助率は、次のとおりとする。 

① 事業主体の区域内で事業を行う場合であって、事業を行う地域区分ごとの事業費が明らか（区分経

理又はその他合理的な方法により明確に区分できる場合をいう。）となる場合は、それぞれの地域区

分ごとの補助率を適用する。 

② 事業主体の区域内で事業を行う場合であって、事業を行う地域区分ごとの事業費が明らかとならな

い場合は、事業を行う地域に適用される補助率の中で最も低い補助率を適用する。 

③ 事業主体の区域外で事業を行う場合は、事業主体に適用される最も低い補助率を適用する。 

 

（２）事業実施場所及び実施時期等詳細 

 別添様式第５号の別紙１～７のとおり 

 

 

 



 

４ 他の補助金の活用 

活用の有無 補助金名、事業内容及び問い合わせ先 

 

 

 

 

※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかを表左欄に記載すること。 

※「有」の場合は、活用する補助金名、その事業内容及び当該補助金に係る問い合わせ先（補助金を所

管している部署名団体名及び連絡先）を表右欄に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第８条関係） 

 

○○年度鳥取県海岸漂着物処理事業仕入控除税額確定報告書 

 

 ○○年○月○日付第○○○○ 号で交付決定の通知を受け（○○年○月○日付第○○○○号で変更交

付決定の通知を受け）た鳥取県海岸漂着物処理事業補助金について、鳥取県海岸漂着物処理事業補助金

交付要綱（平成２２年１月７日付第２００９００１５４７７５号）第８条第４項の規定に基づき下記の

とおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金額 

                     金     円 

 

２  消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る 

仕入控税額 

                      金     円 

 

※別紙として積算の内容を添付すること。 

 

 

 

 

 


